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ピJレマ式社会主義下の農地保有

一一下ビ）レマー米作村の事例一一

はじめに

I 水田耕作権保有規模の変化と現況

Il 水田耕作権の取得と処分

ill 役牛の所有と耕作権の保有

むすび

はじめに

1962年に成立したネーウィン政権は， ピノレマ式

社会主義の名の下に銀行，溜輸業，大商店など主要

な企業はすべて固有化した。ピルマにおける最も

重要な生産手段である農地も，もちろん例外では

なかった。ウー・ヌ政権期に始められた農地問有

化政策は，ネ｝ウィン政権期になって徹底化され

全国にゆきわたった。固有化された企業が国営化

されたのに対し，農業経営は倒人農の手に委ねら

れたが，農民には農地の移転や農産物の作付・販

売の自由はなく，強制供出制度の下，生産物の大半

を国家に低価格で販売しなければならない。作付

強制や供出制度を可能にしたのは国家による農地

管理であり，また土地利用や流通を国家が掌援し

ていたからこそ，農地の国家管理を実効あるもの

にしておくことができたともいえる（注l）。

ピルマ式社会主義下の農・地政策においては，農

民には農地の所有〈注2）権はなく， 「農地を耕作す

るもののみに耕作権を」という原則の下，農地の

用主主権である「耕作権」のみが与えられた。耕作

権の個人的な処分や分割は一切禁じられており，

耕作が不可能になったら農地を国家に返却しなけ
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ればならない。しかし，実際に耕作権の移転を管

理するのは行政の末端機関である村落人民評議会

であり，移転の許可権を持つのはその議長であ

る。評議員たちは自らも農民であるため，行政ラ

インを通じた上からの命令だけでなく，農民の利

害も尊重せざるをえない。そこで「村のなかだ

け」ということで，村役人と村人との妥協によっ

て，種々の個人的な耕作権の移転が行なわれてい

る。このような「外Jあるいは「上Jの行政組織

に禰れないように行なわれる「妥協」を「ナーレ

ーフム」と言い，村内である程度制度化されてい

る。

本稿の目的は，上記で述べたような農地政策を

前提条件として，村のなかで、実際に行なわれてい

る公的および私的な耕作権の移転の実態に迫り，

農家 1世帯当りの耕作権保有規模や村全体の耕作

権保有構造の変化を追跡し，耕作権の保有や移転

を規制する要因を探ることにある。具体的な事例

として，下ビ、ルマの典型的米作村であるZ村借り

における水田耕作権移転の実態とそれに伴う保有

規模の変化を取り上げて，考察の対象としたい。

耕作権の移転は，個人別に作付品目，作付面積，

供出指定量等を記入した小作人登録帳と呼ばれる

一種の土地台帳の名義変更によって成立するのだ

が，小作人登録帳にはいくつかの問題点がある

借りうえに取得方法は記載されていないので，と

の種の調査には役に立たない。したがって，本稿

では，筆者が行なった各世帯の個別調査で得られ
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たデータを用いる。

本稿では，まず，農地改革 (1957～58年〕以後調査

時（87年〉までの30年間に， Z村の世3貯別耕作権保

有規模分布にどのような変化が起こったか位5〕を

概観する（第I節〉。次に，耕作権移転の実態とそ

れに伴う耕作面積（践的の変化について分析し，そ

れらを規制する法制的・慣習的要因について考察

する（第E節〉。そして最後に，耕作権保有規模の

合理性について，農法の特殊性の側聞から考察す

る（第四節〕。 ただし， Z村で耕作権が設定されて

いる地目は水田のみであるので，特別の断わりが

ないかぎり考察の対象は水聞のみに｜渋る。

（注 1〕 ネーウイソ政権期の農地政策の概要につい

ては，高橋間雄「下ピノレマ米作村における農地政策の

展開， 1957～87年」（『アクア経済』第31巻第2号 1990 

年2月〉を参照の ζ と。なお，同論文をZ村の土地制

度に関する論考の第 Hおとすれば，本繍はその第2部

をなすものでらる。

（注2〕 「所有」と「保有」の定義については，向

上論文 10ページ参照。

（注3) Z村の概要については，向上論文 3～7 

ページを参照のこと。

（注4) 向上論文 15ページ。

（注5〕 農地改革からネーウィ γ政権成立までの期

間における農地の移転は，筆者がイ γFピューしたか

ぎりにおいては確認できなかった。ただし，現在では

行なわれていない賃貸借は広く行なわれていたようで

ある。

（注6〕 実際に耕作しなければ耕作権は得られない

のであるから，耕作権保有国積は耕作面積と同義であ

る。しかし， 1世情だけ例外として，耕作権を他村の

兄に賃貸しているドー・キ γ:s< (Daw Kin Nu）の事

例がある。ただし，耕作権者として登録されているの

は1-・－・キソヌであり，との賃貸は息子が成人するま

での一時的な措置にすぎない。本稿においては， Z村

の農民の耕作面積たいった場合，彼女の耕作権保有面

積も含むことにする。よって，本稿では，耕作面積

（あるいは耕作規模〕と耕作権保有面積（あるいは耕

作権保有規模〉は区別せずに用いる。
なお，本稿で扱う人名はすべて仮名である。

28 

I 水田耕作権保有規模の変化と現況

1. 農地改革

まずZ村の現在の水田耕作権保有の枠組を決め

たと育える農地改革について言及しておく〈注I〉。

Z村の農地改革は，ウー・ヌ政権下で1957年か

ら58年にかけて行なわれた。 Z村内にある不耕作

地主の農地が国家に収用され，農業従事者に再配

分されたのである。農地改革を実行したウー・ピ

ュー（U Hpyu）元Z村農地委員会委員長の話によ

ると，農地改革i底前の村の総世帯数は 120世帯前

後で， うち自作農家4～5世帯，小作農家60世帯

前後，在村不耕作地主3世帯であり，残りはほと

んどが農業労働者世帯であったという。

農地固有化法では，農地を所有しない農業従事

者，すなわち小作農と農業労働者，および所有農

地がダドーントウンに満たない自作農に， 1世帯

当りダドーントゥンの（自作農の場合は，配分農地を

合わせてダドーントゥンになるように〕農地を配分す

ると定めている（第7条〉。ここでダドーントゥン

とは，農民1家族が l対（2頭）の役牛と農具一式

でもって耕作することが可能であり，生計を立て

てゆくのに十分な広さの土地を言い， Z村では水

田12；こがダドーントウンと定められた。また，水

聞を耕作する自作農については， 50；二以下は収用

を免除するとしている（第6条〕。 Z村内の収用免

除農家数は 7～8世帯であったが，うち 3世帯

は，自作農ではなく，自作農と偽って農地改革を

回避した，上述の在村不耕作地主であった。残り

の4～5世帯の自作農家はすべて少数民族である

カレン人世帯で，ダドーントゥン以下しか所有し

ていなかった。

農地固有化法の定めに従うならば，農業労働者
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を含むすべての農業従事者が農地の配分を享受で

きるはずであるが， Z村で農地の配分に与かれた

のは，小作農のみであった。それは以下のような

事情による。 Z村では農地配分を受ける資格とし

て，役牛2頭以上と農具一式を所有し，かつ既婚

者であることを条件とした。つまり，ダドーント

ウンがあれば役牛1対を所有して生計が立てられ

るが，そのダドーントウンを得るためには，まず

役牛がいなければならないとしたのである。こう

してまず，役牛や農具などを持たない農業労働

者杭配分から排除されてしまった。また，既述

のように， Z村内にビ、ルマ人の自作農はおらず，ダ

ドーントウンに満たない自作農家は，カレン人農

家が2世帯（ダドーントゥン所有世帯は2～3世帯〉

あったのみである。この2世帯は資格条件を満た

していたにも関わらず，配分に与れなかった。農

地委員会がビ、ルマ人のみで構成されていたことと

無関係ではないように思われる。

農地改革は，不十分ながら地主階級を消滅さ

せ，水田を持っく注2〕農家間の保有面積の格差を平

準化したという点ではかなりの功績を挙げたが，

農業労働者は水田を持てないまま取り残されてし

まった。つまり，このようにきわめて不十分な農

地改革の施行は，水田耕作権を持つ農民と持たな

い農業労働者という，同じく農業に従事しながら

も就業条件の異なる 2つの階層を， Z村内に残存

させることになったのである。筆者の調査時点

(1987年）で， Z村の総世帯数は 138世帯で，うち

農家は65世帯（注3），農業労働者世帯は43世帯であ

り， Z村内の2大階層をなしている。ただし，本

稿の目的は水田耕作権の保有と移転の実態分析で

あるので，先述のように，以下の行論では水田耕

作権保有世帯のみが考察の対象となる。

ピノレマ式社会主義下の農地保有

2. 取得方法の分類

農地改革がZ村内の世帯別耕作権保有分布の大

枠を決めたと言っても， 30年間それが全く変化し

なかったと言うわけではない。公的（＝合法）な水

田耕作権の移転にとどまらず，さまざまな私的

（＝違法）移転が実際には行なわれてきた。すなわ

ち，法制的には違法とされている売買，賃貸，相

続，分割といった個人的な耕作権の移転の事例が

数多くみられる。耕作権の移転は，村落人民評議

会借り議長の管理する，小作人登録帳と呼ばれる

土地台帳の耕作権者名義を変更することによって

行なわれる。制度的には，国家に返還された耕作

権を議長が適当な耕作可能者に付与するという形

で，耕作権の移転が行なわれることになってい

る。しかし，実際には，現有耕作権者が次の耕作

者を指名し，これを議長が原則的には認めるとい

うのが通常であり，ここから私的な耕作権の移転

が行なわれる余地が生じてくるのである。

まず第1表に沿って水田耕作権の取得方法につ

いて説明しておしこの表は，調査時に水田耕作

権を保有していたZ村内の農家が，それをどのよ

うな方法で取得したかについて，取得方法および

保有面積別に農家世帯数を記入した表である。

第 1に， 「農地配分」と「収用免除」は農地改

革時に行なわれたものである。すでに述べたよう

に，農地配分に際してはダドーントウンが各農家

に配分された。 Z村のダドーントウンは12；；こであ

るが，場所によって土地条件が異なるため， 10～

14；；二の範囲はダドーントゥンと見なされた。また

農地改革以前からの自作農については，農地固有

化法どおり，水田so；；二以下が収用を免除された。

第2に，「相続」は，私的な耕作権移転であり y

農地は国家が管理するという原則から見るならば

明らかに違法であり，行政担当者もそのように認

29 
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簸1薮保有規模別耕作権取得方法

（震エ：ー晶カ議ー〉 議 媒｜叩l贈与
肌陣幕軍幹地品開：7t1:r生駒宅目安 言十

4未満6 
。

4～ 1 2 1 4 
6～8 2 2 3 l 1 9 
8～10 1 3 1 1 6 
10～12 3 3 1 1 1 9 
12～14 10 l 5 4 1 1 2 24 

14～16 2 2 
16～18 。
18～20 1 
20～22 1 1 1 
22～24 1 1 

24～26 2 2 
26～28 1 1 2 
28～30 。
30～32 1 1 
32以上 1 1 

前審P戸寸1l;1r 13r;151 -~ ;1 

（単位：世帯〉

F
h
u
 

E

ロ

ー

‘．A 
（出所〉 君事者調査による。
（注〉 (1) 「＋Jが記入しである欄は，上段，（中段〕，下段の 2つ以上の方法で耕作権の取得が行なわれたことを示す。

(2）表中の最上行に番かれた取得方法別の取得回数は，各世帯とも 1回のみである。たとえば，「相続」の列に含ま
れる任意の 1世帯が複数回の相続によって， あるいは「蒸入」の列の任識の1世帯が複数回の購入によって，各
々耕作権合取得しているようなことはない。

(3）農地配分および収用免除による取得は，震基地改革直後， それ以外の方法での取得は，すべて1964年以降に行な
われている。

(4）耕作権保有世帯のうち 1世帯は耕作権を他人に賃貸しているので， 拙稿「下ピルマ米作村における農地政策の
展開， 1957～87年」（『アジア経済』第31巻第2号 1990年2月〉第2愛では水田農家は64世帯だったが， 本表で
は65世帯になっている。

識している。しかし，ナーレーフムとしてなかば

公然と行なわれているのが現状である。また，相

続は被相続人の死後行なわれるものであり，生前

に行なわれればそれは贈与となるが，回答者は両

者を区別せずアムェー（amwei，相続〉と言ってい

たので，後者を「生前相続」とした。

第3に， 「贈与」は， Z村では直系の親族以外

の聞での金銭の授受を伴わない財産の融渡の場合

に用いられる言葉である。だが，第 1表の Z世帯

の場合は特別な意味を持つ。すなわち， ZJ付で

は，；農地改革を逃れて 3世帯の在村不耕作地主が

収用免除の名目で存続したが，革命政権の小作訟

によって彼らは農地を小作に出すことができなく

なり， 3世帯のうち 2世帯は小作人に農地を無料

30 

で与え， 1世帯は政府に農地を没収された。農地

を無料で貰った2人の小作人が，第1表の2世帯

の世帯主である。

第4に，相続や生前相続がすでにナーレーフム

で制度化されていると言ってよいのに対し， 「購

入」は，もし郡区の党委員会や人民評議会に暴露

されたら処罰の対象となり得るような，正に「違

法行為jである。だが，小作人登録帳の名義変更

の裏での金銭の授受は可能である。しかし，購入

に値するような水間の出物は非常に少なしまた

金銭の授受が村外に露呈しないように，村落内で

ナーレーフムを得るのに苦労するという。

第5に， 「耕作放棄地再配分」とは，後継者が

いない，保有地をすべては耕作できない，などの
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ピルマ式社会支義下の農地保有

Z村の経営農地（水田＋菜園〉分布
(G=0.288) 

第2図Z村の水田耕作権保有分布
(G=O. 251〕

鑓1図
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（出所〉筆者調査による。
（注〉 Gはジニ係数。

0.2 1 0.8 0.4 0.6 

累積農家数比率

0.2 

いる。これらのことから，ネーウィン政権は，

一・ヌ政権と同様，農業労働者にも農地を再配分

ウ

するというような抜本的な農地改革は行なわなか

「贈与Jの強制や「耕作放棄地再配分」ったが，

「宗教地下付」といった形で，不耕作地主の排除

は徹属的に行なったと言うことができる。

耕作権保有規模の変化

このような水田耕作権の移転によっ

て， Z村内の世帯別耕作権保有分布にどのような

変化が生じたのであろうか。変化の態様を分析す

3. 

それでは，

とは，文字どおり宗教団

体の土地を譲渡されたものである。ウー・ヌ政権

期に制定された1953年農地固有化法では，宗教団

体は農地収用を免れたため，不耕作地主が，名識

だけを宗教団体に移して，小作人を置き続けた。

第6に，「宗教地下付J

る前に，まず現況の把揖から始めよう。

1986/87年度のZ村の農民の総水田耕作面積は

この801：二の耕作権を65世帯

キリスト教団に農地Z村では，外国人の地主杭

を名義上寄贈して，小作料を取得し続けていた。

で保有している。第1図は， Z村の水田農家の耕

作権保有面積の分布を図示したローレンツ曲線で

ある。Z村の耕作権保有分布のジニ係数は0.25で，

対象範囲を菜園を含めた全農地に拡げても 0.29

（第2図〕であり，全国の経営農地保有世帯分布の

ジニ係数0.44（注6）と比較すると，非常に小さい。

801；ごであった〈注円。ところが，ネーウィン政権になってそのようなこ

とが不可能になり，農地は小作人に譲られること

これが「下付」の背景である。

以上，農地の取得方法を分類し，

文脈ではどのような意味を持っているかについて

（出所〉筆者調査による。
（注〉 Gはジニ係数。

理由で前耕作者が耕作を放棄した水田や，国家が

諸々の理由で没収した水田を希望者に再配分する

ことである。前耕作者が自発的に耕作を放棄した

水田の場合，概して村から遠くて斌水しやすい水

田が多い。

それがZ村の

になった。

3I 

述べてきた。第 1の「農地配分Jと「収用免除」

ネーウィン政権になってから行なわれて以外は，
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その理由は，一般に農地保有面積が上ピルマでは

小さく，下ピノレマでは大きい傾向があり，また同

じ地方のなかでも，村のおかれた史地条件や社会

条件によって保有規模に村落問格競があるので，

一村レベルでジニ係数が小さくても，全国統計に

なると大きくなってしまうからである。特に， Z

村のように農地改革の行なわれた村では，各農家

の耕作権保有規模がダドーントウンのまわりに集

中することになって，ジニ係数はかなり低くなる。

第1表の右端の列は， Z村の耕作権保有面積別の

第2雪受相続等が行なわれなかったと仮定した場合の規模別耕作権取得方法 (l制立：世帯）

耕作権保有面積
（エーカー〉

4未満
4～6 
6～8 
8～IO 
10～12 
12～14 

14～16 
16～18 
18～20 
20～22 
22～24 

24～26 
26～28 
28～30 
30～32 

農地配分 収 開 ｜ 盟主鷹 ｜ 宗教問 ｜ 

q
d
門

t
Q
u
q
u

n月
u

t
i
1
A
1
A内
J

官

A
q
J
n
4
n
J“
唱
ム

1 

1 

ハυ
つ
ん
円
。
氏
U
Q
d
つu
k
d
白
υ
A
U
1
4
n
v
n
u
n
u
n
U
1
A

一
日
U

4

7

 
1 

取得方法別合計 51 7 9 

1 

3 

（出所）筆者調査による。
（注） (1）表題における「相続等」とは， 「相続，生前相続，贈与および購入」を指す（以下同様〕。

(2) 「相続等が行なわれなかったと仮定する」ということは，それらの方法によって耕作権が移転される前に遡り，

農地改革直後の状況により近づくことを意味する。すなわち本表は，農地改革直後の各農家の保有面積分布を近
似的に表わすものである。 しかし，耕作放棄地再配分による取得については，その水田の由来を回答者が知らな

いことが多いため，それ以上遡及することはできず，完全に農地改革直後の状況を再現することはできない。

13）原則として取得時における面積をもとに作成したが，農地改策による取得後， 部分的に耕作放棄し，その後生
前相続された3事例（8～10エーカー〉は，耕作放棄がされなかったとは仮定していないので，現在の面積による。

14）第 1表において2種類以上の方法によって取得された耕作権については，取得先がすべて異なるので， 取得方

法別に取得面積を分割した。 たとえば，第1表で， 1世帯が農地配分と耕作放棄地再配分によって農地を取得し
た場合，本表では，農地配分の列に l世帯，耕作放棄地再配分の列に 1世帯が記入される。 したがって，以上の
ような数え方をすると，第 1表の耕作権取得方法の延べ数（以下，「延べ数」と略記〕は75になり，本表の合計値

も75となるはずである。
(5) しかし本表では，分割された水田については，分割前の取得方法，取得面積によって， たとえば父親が農地配
分で得た12エーカーを，子供2人に6エーカーずつ相続させた場合，「農地配分で12エーカ一得た世帯が 1世帯」

と数える。この場合，本表の方が第1表よりも世帯数が1世帯少なくなるo

{6) これら増減要因をまとめると次のようになる。第 1に，父親が農地配分で得た水田の一部を子供1人に分けて

ゃった場合，第 1表では農地配分が1例，生前相続が 1例で計2例としてカウントされるが， 本表では農地配分

がl例とのみカウン卜される。このような事例が2例ある。第2に，父親が農地配分で得た水聞を子供2人が分
割相続した場合，第 1表では2例として数えられるが， 本表では農地配分が 1例とのみカウントされる。このよ

うな事例も 2{71］ある。第3fr.，農地配分で得た水田を相続して，それを 2人の者に売った場合，第 1表では2例
としてカワントされるが，本表では農地配分例が 1例と数えられる。 このような事例も 2例ある。ここまでで第
1表の「延べ数」 75は本表では6減少して69になる。 しかし，父親が農地配分で得たうえにさらに耕作放棄地再
配分によって得た耕作権をそっくり子供が生前相続した場合， 第1表では 1例として数えられたものが本表では
2例となる。このような事例が 1例ある。 したがって，第1表の「延べ数」 75は，本表では70世帯が耕作権を取

得したものとして表記されることになる。

32 



1990030035.tif

1990doc  99.7.12 1:50 PM  ページ 269

農家数を表わしているが， 10～14；；二のダドーント

ウンの範囲に，全水田農家の半分を超える35世帯

が集中していることがわかる。すなわち，農地改

革時に配分されたダドーントゥンが，増えもせず

減りもせずそのままの規模で維持されている傾向

が強いのではないか，という仮説が成り立つ。

この仮説をさらに吟味するために，農地改革時

の保有状況を再現し，現況と比較してみよう。第

2表は，相続，生前相続，贈与および購入が行な

われなかったと仮定し，そのような移転が行なわ

れる前の耕作権保有者に水田を帰属させ，第1表

と同様に分類したものである。すなわち，第2表

は農地改革直後の各農家の農地保有の状況にでき

るだけ近づこうとしたものである。この表による

と，各農家の保有面積のダドーントウンへの集中

傾向はさらに強まり， 72世帯中71院の51世帯がダ

ドーントウンの範囲に入っている。特に，農地配

分によって水田を与えられた農家は，ほとんどす

べてダドーントウンの範囲に入っており，農地改

革で農家 1世帯にダドーントゥンを与えたと言

う，ウー・ピュ一元農地委員会委員長の話が裏付

けられる。さらに同表において，耕作放棄地再配

分によって取得された10；；こ未満の水田を，ダドー

ントゥンが分割されたものとみなすと，農地改革

直後の水田農家戸数は64世帯と推計され（注7），こ

れもウー・ピューの記憶とほぼ一致し，やはり村

の約半分の世帯は農地の配分に与れなかったこと

が確認される。

第 1表，および第2表の水田面積の合計値はと

もに 801；；：；である〈注8）ので，水田農家1世帯当り

の平均耕作権保有面積は，それぞれ12.3；；：および

11. 1；；こになる。また第 I表から耕作権保有国積が

ダドーントゥン未満になった農家は18世帯他的，

ダドーントウンを超える農家は11世帯である。さ

ピノレマ式社会主義下の農地保有

らに，ダドーントウンを越える農家の場合，ダド

｝ントウン（10～14；二）の倍数になっている世帯が

10世帯ある。これらのことから，農地改革直後か

ら調査時までの29年間，上下へ同じくらいの程度

で分解傾向が見られるものの， 1世帯当りの平均

耕作面積にはほとんど変化がなく，またダドーン

トゥンが細分化されることは少ないと言うことが

できる。つまり，ピ、ルマの農村の一般的傾向であ

ると言われている，人口増加による農地の細分

化すなわち農家l世帯当りの耕作規模の縮小傾

向〔注10）は，この村には当てはまらない。

分割（あるいは均分〉相続の慣習が一般的である

と言われるビ、ルマ農村社会において，ダドーント

ウンの分割がなぜ行なわれないのだろうか。次節

以下では，耕作権の取得方法別にその移転の実態

を分析し，耕作権移転および耕作権保有規模を規

制する要因について考えてみることにする。

（注1〕 Z村の農地改革についての詳細は，高橋

前掲論文 8～10ページを参照。

（注2〕 「水田を持つJとLづ言葉の意味が，ウー

．ヌ政権期とネーウィ γ政権期では異なる。農地改革

によって農民に与えられた権利は，厳しい条件付きな

がら「所有権」であったが，ネーウィ γ政権になって

からは「耕作権」に変わっていった。この経緯につい

ては，向上論文 8, 12ページ参照。

（注3）職業別に分類するならば農家は64世帯であ

るが，ここでは使宜上，耕作権は保有するが兄に一時

的に賃貸しているドー・キンヌの世帯も含むことにす

る。

（注4〕 1974年にピルマは社会主義共和制に移行し

（第1条〕，行政区分を中央から順に国一州および管区

一郡区一村落区および町区の各レベルとし（第29条），

それぞれの行政レベルに人民評議会を設置し（第35

条〉，これを社会主義計画党が指導するものとした：（前

文および第11条〉。かっこ内の数字は， 1974年に制定

されたピノレマ連邦社会主義共和国憲法の各条項を表わ

す。

Ci注5〕高橋前掲論文 4ページ。

33 
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（注6) simankein hnin bandayei wungyihtana 

［計画財務省］， pyid包仰Z古 myanma naingan i 

band辺ryei, sibwJyii, luhmuyii ahkyeianeimyJ 

tinpyagye’1989-90〔ピノレマ連邦の財政，経済，社

会状況報告書］， ヤソゴγ，1989年， 40～41ページよ

り計算した。

（注7〕 第2表の，耕作放棄地の再配分によって耕

作権を得た保有面積10；ご未満の 6世帯の農家の保有面

積は，それぞれ5,6,6,6,8,8；こであり，言十39；こで

ある。これが耕作権の放棄前にはダドーントゥ γずつ

保有されていたとすると，保有世帯数は3世帯とな

り， 12～14；この 3世帯を加えると，農地改革によって

取得した水田を耕作放棄した農家数は6世帯と推計さ

れる。この数値と，農地配分および収用免除農家数を

合計すると農地改革寵後の農家戸数は64世帯となる。

ただし，宗教地下付は革命政権（ネーウイソ政権〕成

立後に行なわれたので計算には入れない。またこの推

計においては，村落問の耕作権移動は少ないので考慮

されていない。

（注8) 第3表（表の説明は後述〉にみるように，

村外者への売却，贈与，あるいはZ村村民の耕作放棄

地の村外者による取得によって，農地改革時に比べて

Z村村民の耕作権保有面積が若干減少している可能性

もあるが，逆に村外者からの移転もあり，両者とも多

くはないので， Z村村民全体の耕作権保有面積に大き

な変化はなかったものと恩われる。

（注9) 当初からダYーγ トゥ γ未満の l世帯は除

〈。

（注10) Mya Than，“Little Change in Rural 

Burma: A Case Study of a Burmese Village 

(1960-80），＇’ Sojourn，第2巻第1号， 1987年2月，

64ページ／斎藤照子「ピルマにおける水稲高収量品種

の導入と展開一一実態と問題一一」 （滝川勉続『東南

アジアの農業技術変革と農村社会』アジ7経済研究所

1987年） 183ページ。 前者はピノレマの慣習である均分

（あるいは分割〕相続を農地細分化の理由として挙げ

ている。後者の場合，細分化の理由が暖昧ではある

が，やはり前者と向様の見方をしているものと思われ

る。しかし，両者とも相続と農地の分割を結びつける

ような実証的研究を行なっているわけではない。もし

理論的に結びつけるにしても，少な〈ともネーウィ γ

政権の分割抑止政策と慣習との対抗関係について考慮

すべきである。

34 

E 水田耕作権の取得と処分

1. 相続・生前相続

まず，第1表の耕作権取得方法のなかで，生前

相続が農地毘分に続いて多いことに気づく。そも

そもピルマの慣習では，親のどちらか一方が生き

ている限り親の土地に手をつけることはなく，両

親とも死んでから土地が分割されるのが通例であ

り借り，ピルマ仏教徒慣習法は，相続人の財産分割

請求の時期を，被相続人の死亡時もしくは父また

は母の再婚時と定めている（注2）。 Z村でも菜園や

崖敷地は親の死後に相続されるのが普通であり，

水田の生前相続は明らかに慣習と矛盾する俗的。

それではなぜこのようなことが広く行なわれてい

るのであろうか。「農地を耕作するもののみに耕

作権を」という原則借りの下，水田耕作権は水田を

耕作するものに与えられるが，耕作権の移転はす

べて国家が管理することになっているので，親の

死後に子供に与えられる制度的保証はない他的。

そのため，親は自分が年をとって働けなくなる

と，小作人登録帳の名義を息子か娘婿に変えて扶

養して貰う。 「相続人」が農民ならば，この移転

は簡単に認められる。つまり，水田が私有地でな

いために，生前相続という慣習と相容れない相続

が行なわれるようになったと言える。

次に，被相続人の死後の相続，すなわち文字ど

おりの相続について見てみよう。第1表の相続の

列の11世帯中，カレン人世帯が 6世帯あり，うち

3世帯が収用免除地の耕作権を相続し，残りの 3

世帯は農地配分地を相続した値引。カレン人世帯

はすべて死後相続である。村落人民評議会は，カ

レン人の土地問題をカレン人にほとんど任せてお

り，彼らのコミュニティの監視の下に相続が行な
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われる。これは彼らの屋敷地がコミュニティの総

有である（注7）ことと無関係ではないように思われ

る。残りの5例はピルマ人世俗であり， うち 3世

帯は夫の死亡によって妻が相続し， 2世帯はほの

死亡によって農業経験のない息子が相続してい

る。両者とも主たる耕作者の死亡による緊急避難

的な相続であり， 「農地を耕作するもののみに耕

作権を」という原則には反するが，農業を監督す

る者（定義によるとこれも農民である〉という名目で

黙認されている。また，夫の死亡によって耕作権

10；；こを相続したドー・キンヌは耕作権を他村に住

む兄に賃貸しているが， 「かわいそうだ」という

ことで，この違法行為を見逃されている。

1表では相続の列のほかに，すでになんらか

の方法で耕作権を得た農家が，さらに相続によっ

て耕作権を得た事例が5例ある（「農地配分」＋「相

続」 3例，「生前相続」＋「相続」 l例，「農地配分」＋

「相続」＋「購入J1 {71の。 父から相続した 1世帯を

除いて，後は兄，伯父，祖母，義兄からの相続が

各1世帯となっており，他に相続人がおらず，す

でに農民であった現相続人が継いだものと恩われ

る。農地改革時に役牛を所有しない者には農地が

配分されなかったことは先述したが，この原則は

ネーウィン政権になっても変わっておらず，すで

に水田耕作権を保有していて役牛のいる農家の方

が農業労働者よりも耕作権の配分を受け易い。な

ぜならば，役牛や農具を持たない農業労働者より

も，農家の方杭耕作権を得た年すぐに作付でき

て翌年には供出できる可能性が高いと見なされる

からである。ましてそれが被相続人の血縁者であ

るならば，優先的に耕作権を取得できることにな

る。

生前相続および相続（以下「相続」と略記〉に起

因する耕作権保有規模の変化の傾向について見て

ピノレマ式社会主義下の農地保有

みよう。一般的にピルマには分割相続の慣習があ

り，これに従うと「相続」によって畿地も分割さ

れ，世代が下ると 1世帯当りの農地面積は減

少することになるが，政策的には農地は分割でき

ないことになっている。実態、はどうなっているの

だろうか。

生前相続によって水聞が分割された事例は， 2

子が均分に分けたものが l例（第1表では2例とな

る〕，親が子に一部だけ分けてやったものが2例

あるだけで， 残りの10例（生前相続十相続の 1例を

含む〕は 1子のみが生前相続している。 また相続

による移転の中で，分割相続はカレン人世帯の 1

事例しかない〈注8）。つまり， 「相続」によって耕

作権を取得したために保有規模が縮小したのは4

例で，農家数にして 6世帯である。逆にそれによ

って耕作権保有面積が増加した世帯も 5世帯あ

る。したがって， 「相続」によって耕作権を取得

した農家29世帯中，それによって耕作権保有面積

が減少した農家が6世帯，増加した農家が 5世

帯，変化しなかった農家が18世帯ということにな

る。すなわち， 「相続Jによってダドーントウン

が分割されたのは， 29世帯中6世帯にすぎない。

ゆえに， 「相続」によって 1世帯当りの耕作規模

が縮小しているとはいえない。

分割が行なわれない理由として考えられること

は，第 1に，法律によって分割が禁止されてお

り，議長は 1世帯の耕作面積が減少することを許

可しにくいこと惟9），第2に，耕作面積が減少す

ると供出後の剰余が少なくなること位10），第3

に，後述するように，分割すると役牛の所有との

関係で農業経営が非効率化あるいは非自立化して

しまうとと，の 3要因である。第 l，第2の要因

は政策によるものであるから，ネーウィン政権の

分割抑止政策はかなり浸透しているものと思われ

3ラ
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る。 Z村のこの事例は，ピルマの伝統的慣習であ

る分割〈あるいは均分〉相続によって農地が細分化

され，耕作面積が縮小してし、るという議論（注11）に

対する反例となりうる。

2. 購入

続いて売買による耕作権移転の実態についてみ

てみよう。第 1表の「購入」の列に分類されてい

る5世帯の農家の前の職業は，すべて農’業労働者‘

である。うち12；ごおよび8：こを購入した世帯は，

親に資金を提供してもらっている。相続や贈与を

期待できない農業労働者世帯が水田耕作権を取得

する方法は，耕作放棄地再配分か購入によるしか

ない。ただし，耕作放棄地再配分の場合，配分時

期が不確定であるうえ，相続の場合と同じように，

役牛を所有する農家が，たとえすでに耕作権を保

有していたとしても優先され，役牛を所有しない

農業労働者世帯は，その余りものしか入手できな

いので土地条件が惑い。したがって，彼らが必要

な時に良質の水田を得るためには購入によらざる

をえない。

水田の価格は 1~二当り 300～400；！と，水田 1 ;: 

から 1年間に生産される籾米の供出価額とほぼ同

じである（注12〕が，資金の少ない農業労働者は広い

面積の水田を購入することができず，ダドーント

ウンの一部だけを購入することになる。しかし，

購入によって水田耕作権を取得した世帯が26年の

聞にわずか6世帯（第1表右から 2列目のウー・ピュ

ーの世幣も含むので）という現実から， 水田耕作権

の商品化は進展していないということができる。

その理由として，第 1に，耕作権はあくまでも所

有権ではなく用益権にすぎないうえに，法律によ

って原則的に売買が禁止されているとと，第2

に，低供出価格や厳しい作付管理のために小規模

の水田経営からの収入は生存レベルを満たすこと

36 

ができず，農業労働などの兼業をしなければなら

ないこと曜日〉，第3に，後述するように，たとえ

水悶を購入できたとしても役牛は賃借しなければ

ならず，自立的な経営はできないこと，が挙げら

れる。それでもやはり耕作権を購入する世帯があ

るのは， Z村の場合，非農業労働の賃金が安く，

また農業労働の雇用機会が必ずしも安定的でない

からである。

次に，購入による耕作権の移転と耕作権保有面

積の変化との関係についてまとめておころ。初め

に耕作権を保有していなかったものが購入によっ

て耕作権を取得した場合，彼ら（5世帯〕の保有面

積はすべてダドーントゥン以下になっており，う

ち4世帯はダドーントゥン未満になっている。さ

らにウー・ピューの世帯と同居しているコー・ミ

ャッチョーの世帯も入れると（注14），購入による 1

世帯の耕作権取得面積はすべてダドーントウン以

下となる。すなわち， による耕作権の移転は

もっぱら農地改革によって与えられたダドーント

ウンの縮小要聞となっており，購入による耕作規

模の拡大は全く見られない。

3. 耕作放棄地再配分

第3に，耕作放棄地の再配分による水田耕作権

の移転の内容について吟味してみよう。第 1表の

相続と生前相続の列の 8 ～ 10~：の 4 世帯はすべて

ダドーントゥンの水田の一部を耕作放棄してお

り，他にも20τ以上の大規模農家2世帯が保有水

聞の一部を耕作放棄していた。このような耕作放

棄地はダドーントゥンにこだわらず，村落人民評

議会によって再配分される。この方法で水聞を取

得した世帯は 9世帯あり（第2表〉，うち 5世帯が

との方法のみによって水田耕作権を取得している

（第1表〕。 これら 5世帯の保有水田は村から遠く

て稲が冠水しやすく，土地生産性は劣悪である。な
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ぜならば，彼らの取得した水田は，先述のように，

水田農家の誰も希望しなかった「余りもの」だか

らである。それに対し残りの 4世帯の農家は，も

ともと耕作権を保有していたうえ，役4を所有し

ていたために，優先的に比較的よい水田を配分さ

れている位向。

耕作放棄地再配分と耕作規模の関係についてみ

てみると，まず第2表から，耕作放棄地が再配分

される場合， 1世帯当りの再配分面積は必ずダド

ーントウン以下であることがわかる倣16〕。そのた

め，非農家に水田が再配分される場合，取得者の

耕作規模はダドーントウン以下になり，このよう

な事例が5世帯ある（第1表〕。他方，ダドーントゥ

ンの耕作権をどすでに保有している農家が， さらに

耕作放棄地を取得している事例も 4世帯ある。し

たがって，耕作放棄地の再配分は，農地改革によ

って配分されたダドーントウンの縮小要因にも拡

大要因にもなっている，と言うことができる。

以上，取得方法日ljに水田耕作権移転の実態と耕

作規模の変化について述べてきた。そこで言える

ことは， 「相続」および耕作放棄地再配分による

耕作権の移転は， l世帯当り平均耕作面積の変化

に対して中立であり，購入はもっぱら規模縮小要

因になる，ということである。また，最も多くの

事例がみられる「相続」による移転では，ダドー

ントウンが分割されない場合の方が分割lされる場

合よりもずっと多い。

4. 大規模農家の取得方法

ここまでは，水田耕作権の取得について方法別

に論じてきた。この項では，現有耕作面積がダド

ーントゥンを超える（注17），すなわち18；ご以上の大

規模農家が，どのように水田耕作権を取得したか

についてまとめて考察する。まず注目される点は

大規模農家11世帯中 9世帯が2種類以上の方法に

ピノレマ式社会主義下の農地保有

よって（注18）耕作権を取得していることである。す

なわち，ダドーントウンの既得耕作権に加えて，相

続によって耕作権保有岡積を増やした農家が5世

帯，耕作放棄地再配分によるものが4世帯ある。

これらの農家は農地配分や生前相続によってすで

にダドーントウンを取得しており，役牛と農具一

式を所有する「自立的」な農家であったため，そ

のうえにさらに耕作権を得易かったのである。；火

に，宗教地下付と贈与によって大規模耕作風i積を

取得した農家が各1世帯ある。先述したように，贈

与された水田はもともと収用免除地だったので，

両者とも，農地改革で収用を免れた水田を譲り受

けたと首うことができる。この場合ダドーントゥ

ンの制約にこだわらず取得している。現有耕作面

積30~二を保有するウー・ポーティ（U Hpo Thi）の

場合，宗教地下付によって得た48：こから18；こを甥

に譲っても（第3表の整理番号19），なお村で2番目

の大規模農家である。

このような耕作規模の拡大過程において，われ

われは金銭の授受が全く行なわれていないととに

気づく世間。それに加えて，相続といい，耕作放

棄地獲得といい，自らの意志だけではどうにもな

らない外生的要因によって発生した機会を利用し

て，耕作規模を拡大している。このような現象

は，ダドーントウン未満の農家が違法な購入とい

う手段によっても水田を得ょうとしていたととと

対照的であり，一見したところ，ダドーントゥン

に達すると耕作規模拡大の意欲が失せてくるので

はとさえ思われる。事実，調査時は供出制度が最

も厳しいときであったため，ダドーントウン以上

の農家は皆これ以＿［ニの水田は要らないと回答し

た。しかし，上記のような機会があれば耕作権を

取得しているし，大規模経営ほど経済的余剰が大

きかったことも事実である（恨の。また購入や質入
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れが法律によって禁止されていると言っても，簡

単に脱法できる。このような事情から推して，ダド

ーントウンをごすでに保有している農家には，水間

を購入してまで耕作規模を拡大するインセンティ

ヴが働かないものと考えられる。すなわち，耕作

権を持たない操業労働者は，収入の安定のために

無理をしてでも，水田を買うが，ダドーントゥン

になれば，もう水田購入のために金銭を支出する

というようなことはしなくなるのである。なぜな

らば，グドーントゥンを超えて新たに耕ー作権を寅

い増すといった場合，予想収益と水田耕作権価格

を勘案して意志決定するという投資的様相を帯び

てくるが，厳しく管環されている水田経営には

「投資」するだけのメリットはない。したがっ

て，耕作規模拡大意欲はあるが，ただならばとむ

かく，購入してまで耕作規模を拡大する気にはな

らないものと思われる。

5. 耕作権の処分

以上，取得者の側から耕作権の移転についてみ

てきたが，本節の最後にあたって，処分者の側か

者分処口一日地

一
｜
判
｜
一一一 ） 取 制民間処分中有叫附年

1 水田 Daw Tin 3 

襲撃
1960 

2 ,,. Daw Aye Aye 50 1964 
3 多 Daw Than 12 1966 
4 ,,. Daw Hpwa Hla 12 1967 
5 ,,. 4岳 U Mya Maung 6 ，息子 1973 

6 9 Daw Oung Hkin U Aung Nyunt 6 

調静相続続 品他息甥子子人

1975 
7 タ多 U Mya Aung 

問主inThein 
12 400 1978 

8 "' U Hkin Hsan 7 400 1979 
9 ／ ， U Aung Nain 

~~wAI{h~ Thein 8 1981 
10 " カレン人小学校 aw Htu 5 55 1981 

11 4長 Daw Hpwa Hla Ko孔WMJat Than 12 

鶴語穣輔 望ふ甥華
1982 

12 ／ ， Saw Ayo Hpaw Sa sege 12 1982 
13 ,,. U Thaung Shwe 

官Ko軍A：：~ tr~: 
12 

14 ,,. U Hkin Hsan 8 350 1982 
15 〆， U Maung Hkain 4 1983 

16 ,,. Daw Hkin Nu Ko Thein Nain 4 

聖生売書却書欄欄 島
400 1984 

17 ,,. Daw Htwe Yin 12 417 1984 
18 ,,. U Oung Maung 宮哲悦~章f主~gi副E蹴tA加u叩n

10 1984 
19 ,,. 

U Hkfn Thi 18 1984 
20 多 UH  Hsan Than 12 1984 

21 " U Htun ~~e u ＇［、inHtun 6 

主号生車前棚時都瞬続 E塁娘~A5f', 手
1985 

22 タ U Oung n Ko Hla Than 12 1987 
23 " U Aung Hka tJWf Than 

5 1987 
21 菜 E罰 U Bo Gyi 1 750 1974 
25 (, Daw Oung Hkin Daw Hkin Hswe 1 1975 

26 " U Hkin Hsan 
Ko }1{:~ ~r;; 1 

売生売売却前却却相続 官s
3,000 1982 

27 ,,. ,,. Ko 1. 5 3,000 1983 
28 屋敷地 U Aung Nain Ko Aung 0.5 1981 
29 ,,. U Mvat Thein Ko Aung Htun 0.2 1,250 1985 

〔出所〉筆者調査による。
（注〉 (1）処分者が死亡したものは含まない。

(2）処分者が村外者の場合，取得者が村内の者であヮても表中には含まない。
(3）政府民返還後の耕作権取得者はわからない。
(4）村外者に売却および贈与された耕作権は， 第l,2表には含まれず， また政府に返還した水田がZ村の村氏に

どれだけ再配分されたかは不明である。
(5) 上記の理由により，本表は第 1,2表どは必ずしも整合しない。
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ら耕作権を処分した事例について言及しておこ

う。第3表は，現存する村民の土地処分の事例

を，地目別に年代願に並べたものである。

この表から指摘できることはまず第 1に，政府

への耕作地返還は1960年代に集中しており，処分

者はすべて未亡人であることである。主たる

従事者が死亡した場合，有無を言わせず政府が没

収するという政策が， 1960年代は非常に厳しく

かれていたものと想像される。 1970年以降はその

ような厳格な管理は弛緩し，売却や生前相続およ

び妻による死後相続が行なわれるようになってい

る。 1970年以降も耕作放棄は行なわれているが，

ダドーントウンの一部のみであり，またZ村の農

民で，耕作権保有名義を政府に返還したと答えた

者はいなかった。

第 2に，生前相続の「相続人」は息子か娘婿で

あり，娘は相続人になっていないことに気づく。

これもピルマの慣習に反することである。女は

「田を耕作する者」とは認められないので，突然

夫が死亡したような特例以外は耕作権の後継者と

はなれないようである。

第 3に，水間価格と菜園価格に大きな格差があ

ることがわかる。小学校保有地の下付は例外とし

て，水田価格が 400tt前後であるのに対し，低湿

地にあってたびたび水をかぶる整理番号24を除く

普通の菜園の価格は3000ttである。これは，水田

には所有権がなく，生産物である籾の価格が低く

統制されているのに対し，菜園には実質的所有権

があり，菜園自体も，そしてその生産物である野

菜も自由に販売できることと対応している。

（注 1〕 Spiro,M. E., Kinship and Marriageiin 

Burma: A Cultural and Psycodynamic Analysis, 

パー Fレイ， Universityof California Press, 1977 

年， 57ベータ。

ピノレマ式社会主義下の農地保有

（注2〕 オー・ェイチ・ムーサム苓 瀦鉄東亜経済

調査局訳『ピルマ仏教徒と慣習法』椅鉄東亙経済調査

局 1942年 127ページ。

〈注3) ピルマでは，子供の誕生日や結婚した白を

記念して，親が子供に金品をお〈る習慣があり，これ

をレップェ(le’hpme）と言う。しかし，水田の生前相

続の場合は，親がいずれ働けなくなるのを見越して子

供に引続き耕作させるということであり，たとえば結

婚を機に水田をやるというようなことはしない。また

裁も子もこれをレップェではなく，相続（amwei）と

呼んでいることは先述のとおりである。

（注4) myanma hsouheli’lanzin pati pati siyo・

unyei bahoukomiti htanajou’［ぱノレマ社会主義計画

党中央組織3委員会］，“myeiyasani'tohlanyei”［農地制

度革命］，問繍， myanmahsousheli’J仰 zinpati l 

taundhuledhamd yeiya ［ピノレマ社会主義計爾党の農

民政策］，然3巻，ャγゴγ，1967年， 268ページ。

（注5) 実際には，親の死後でも子供がそれを望む

かぎり子供が相続していることが多いようである。し

かし，これはゐくまでもナーレーフムによるものであ

る。後述するように， 1960年代には耕作者が死亡する

と水田は国家に没収されていたし，耕作権の制度が続

く限り，制度が突然厳格に運用されるようになる可能

性も否定できなし、。実際そのように話す親もいた。

（注6) 配分農地を相続した 3世帯のうち， 2世帯

は兄妹が7ょにーカーずつ均分相続した世帯である。

（注7) 20世帯のカレン人世帯はパウコウ γ地区と

呼ばれる Z村の一隅に集まって居住している。このう

ち16世帯がユワミェー（ywamye，村の土地〉と呼ば

れるカレ γ人コミュニティーの総有地に住み，他の4

世帯はその中に飛ぴ地のように存在する私有地に住ん

でいる。パウコウン地区の面積は約16.5；ごあるが， う

ち私有地は 1＇；二ほどで後はユワミェーである。カレン

入社会の承認さえあれば誰でもそこに家を作って住む

ととができる。なおピルマ人の屋敷地はすべて松有さ

れている。

（注8) 水田耕作権の相続に与れなかった子供は，

民家に嫁ぐ（婿入する〉，農業労働者となって身内の家

で働七牛を1買ってそれを賃貸して耕作権を得られる

機会を符つ，教育を受けさせて貰って他業に就く等の

方法によって生計を立てることになる。詳しいことに

ついては「下ピルマ米作村の親族と農地相続J（仮題〉

と題する別稿を用意する予定である。

（注9) Z村村落人民評議会議長の話によると，郡
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区の農業絞察委員会が小作人登録帳合チェッ Fする

時，耕作者の名義についてはとやかく言まわないが， 1 

人当りの耕作面積の減少については厳しくチェ y pす

るとのことであった。なお， ここで「農業監察委員

会」とは，郡区の党書記を妥員長とし，人民降議会議

長を議記長として，その他農林省，貿易翁，協同組合

省などの役人によって織成される，郡限内の農業活動

全般を監督する委員会のことでらる。

〈注10) 斎藤照子「ピルマの籾米供出制度と農家経

済ーーチュ γガレ一村の事例一一」（『アジア経済』第

20巻第6号 1979年6月） 16～17ぺージ／高橋前掲

論文 13～15ページ。

（注11) 第I節（注10）を重量照のこと。

（注12) Z村のエーカー当り平均収量は籾米で40バ

スケット(1バスケットは20.9毅）で，籾米の供出価格

は 1パスケット9.5trであるから，エーカ一%りの籾米

供出価額はsso：－；となる。

（注13) 斎藤「ピルマの籾米供出制度と……」 13ベ

ータ。彼女の調査したZ村の近くのチュ γガレ一村の

事例jによると，ダドーソトウゾ以下の農家の収益は農

業労働者世帯を下回り，非農業所得から補填せざるを

えないとしづ。 Z村でもダドー γ トゥ γ未満の農家の

場合，農業労働などの兼業をしている世帯が多く見ら

れる。この問題はまた別稿で論じるつもりである。

（主主14〕 32＇；＇；ごの耕作機を持つウー・ピューの世帯

（第1表右から 2列日）は，農地配分の｛自に相続と購

入によって耕作規模を拡大しているが，この場合はウ

ー・ピュー保有の24＇；＇；ごの他民娘婿のコー・ミャツチョ

ー（KoMyat Kyaw）ヵ：8士：購入したものである。名

義人が遣ううえに，経営も収入の処分も全く別個に行

なわれているので，娘婿の家族を別世帯と考えれば，購

入面積はやはりダドー γ トウ Yより小さいと言える。

この農家のように親世帯と娘世帯が同居しながら，農

業経営を別々に行なっている世帯は他にはない。 1989

年11月に筆者が再ぴピノレマを訪れたとさF，コー・ミャ

ツチョー｝家は，ウー・ピューの家の斜向いに別の居

を構えていた。したがって，購入によって水田耕作権

を取得した世帯は6世帯で，彼らの保有面積はすべて

ダドーントゥン以下であり， うち5世帯はダドー γ ト

ゥν未満である，と言うことができる。

（注15) ウー・ァゥ νナイ γ（UAung Nain）は，

農地配分によって12~こ取得し，その後さらに耕作放棄

地再配分によって 6~＝を得たが， 6年前長男に 8 ＇；＇；：分

40 

けてやったので調査時での保有商積は10：こであった。

この例も耕作放棄地取得による耕作規模拡大の範畷に

入れる。

（注16) 第2表を見ると14：：の再配分を受けた農家

が 1世帯あるが，これもダドー γ トゥソの範囲内であ

る。

（注17）農地配分で14工二女得た幾家が 2世帯ある

が，これはダドーゾトゥ γの範囲に入るので大規模食

家とはみなさない。

（注18〕 ＝ー・テインセイン（KoTin Sein）は，

fu前相続によって27＇；＇；ご取得しているが，被相続人であ

る彼の父親は，農地配分と耕作放楽地再配分によって

耕作権を得ているので，「2穫類以上」とみなす。

（注19) ウー・ピューの世帯の場合，娘婿のコー・

ミャッチョーの世帯は別世帯であると考える。

（注20〕 斎藤 r1::ノレマの籾米供出制度と……J16～ 

20ページ／高橋前掲論文 14ベータ。

直役牛の所有と耕作権の保有

Z村の水田耕作権保有面積がダドーントウンの

範囲に集中していること，および保有面積の細分

化あるいは縮小化傾向が顕著ではないことは，前

節までに述べたとおりである。少数の農家がダド

ーントゥンを分割しているが，せいぜい半分まで

である。他方，大規模農家の耕作商積を見ても，

ダドーントワンの倍数になっているのが11世帯中

10世帯ある。このように分割が制限されている理

由として，法制的に禁止されていること，および

供出制度によって農産物価格が低く抑えられてい

るため，細分化すると余剰が少なくなって，農業

だけでは生活できなくなることはすでに述べた。

本節の目的は， 1世帯の耕作権保有面積が細分

化されない要因を，農民農業の技術的側面から補

強することにある。そこで，役牛の所有と水田耕

作権保有面積の関係に注目してみることにする。

役牛と水田の関係を取り上げるのは，もちろん農



1990030043.tif

1990doc  99.7.12 1:50 PM  ページ 277

ピノレマ式社会主義下の農地保有

水田耕作権保有と役牛所有
（単位：世帯）

止
第4蜜地改革における水田の配分過程で役牛の所有が最

重要視されたからである。この分析の過種で，

ドーントゥンと役牛の関係が，農地改革後30年間

ダ

7 6 

に変化したのかしなかったのかも明らかになるで

あろう。
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ビルマ牛の去勢牛

を指すが，水牛が牡牝とも使役されるので，こと

ではピルマ牛の去勢牛と牡牝の水牛の成牛を役牛

と呼ぶことにする。ただし，水牛を鯛っている枇

ビルマで役牛と言った場合，

1 5 12～18 

18～24 

また牝のピル？帯はZ村では4世帯だけである。
2 24～30 

小計 177

（出所） 筆者調査による。
（注〉 (1) 「役牛」とは，ビルマ牛の去勢牛および牡

牝の水牛の成牛を指す。
(2) R=0.764。ただし，左上隅の61世帯を除いた
場合はR=0.557。

no 。。
唱目星－q

u
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30～ 牛の成牛は繁殖用であり使役されない。役牛の役

水田の耕起および均割は主に 3つある。第1に，

平作業の動力として使われる。 Z村の農作業には

全く近代的農業機器は導入されておらず，耕起均

平作業も例外ではない。両作業とも 2頭の役牛が

動力源となる。第2に，脱穀作業において稲を踏

には役牛1対，保有面積がダドーントワンの 2倍

になると 2対， 3倍だと 3対というおおよその傾

向を見いだすことができる噌l）。もちろん，飼育

されているのは役牛だけでなく，牝牛や子牛もお

り，役牛1対に牝牛1～2頭，子牛2～3頭が普

通である。そうでないと役牛の再生産ができな

い。そこで，各肢帯のすべての牛および水牛保有

頭数と水田耕作権保有面積の相関係数を計算し

この作業には役牛ばか

りでなく牝牛や子牛も動員され，去勢牛に牛車を

引かせる場合もある。第3に，肥料，籾，薪など

の運搬に利用される。このような作業はほとんど

乾季に行なわれるので，炎暑下の乾燥に弱い水牛

は使われず， 2頭の去勢牛によって 1台の牛車が

牽引される。第lと第3の作業では 2頭がひとつ

みつけるために使われる。

0. 766とやはりかなり高くなっていてみると，

る（tt2〕。

このような役牛の使

のベアとなって使われるので，

数える際に，「頭Jの他に「シン」（shin。対〕とい

う単位が頻繁に用いられる。

役方法の特徴のために，

ビルマでは役牛を

z 

村には共同放牧地や共同採草地は存在せず位3), 

稲葉と畦畔の雑草が家畜の主な飼料になってい

る。役牛を所有する非農家世帯は10世帯あるが，

このうち 8世帯は親戚や雇われ先の農家に藁や草

1世帯は藁を購入し，それぞれ役牛を飼

」一（頭〉
0 1 2 3 4 5 

水岡面積
（エーカー〉
o I 61 3 

1～6未満I3j J 1 

8 1)10 2¥3 

ト17 2 1 

/ 1 4 /. 

1 2 

0 

なぜこのような関係が生ずるのであろうか。

ダドーントゥンも「対J

を基準にしているのである。

第4表は，世帯ごとの水田耕作権保有面積と役

牛所有頭数との関係を表わすクロス集計表であ

る。水田保有面積が潜加すれば役牛所有頭数も増

加する傾向が一目でわかる。両者は相関係数0.764 

とかなり高い相関関係を持っている。さらに同表 を貰い，

育して農家に賃貸して収入を得るとともに，将来

41 

ダドーントゥン（10～14；こ〕を詳しく見てみると，
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の耕作放棄地再‘配分や購入による水間取得に備え

ている。残りの 1世帯，ウー・マウンピュー cu
Maung Pyu）の場合， 4頭の水牛の成牛を所有す

るが，雨季はフレグー町の北側にあるA村に委託

飼育に出している。彼はヤンゴンで働く公務員で

あり，その給与で牛を購入し，副業としてそれを

賃貸しているのである。また，保有水田面積 5~二

で役牛2頭を所有するソー・ポートゥー（Saw

Kpaw Htu）の場合，カレン人総有地から草を補給

しなければならず，牝牛や子牛を飼う余力などな

いので役牛を再生産することができない。さら

に，役牛 4 頭を飼育する保有面積12~二未満の 3 世

帯はいずれも飼料の一部を購入して与え，役牛8

頭を所有する 3世帯の場合はA村に委託飼育に出

し，それぞれ一部を賃貸している。つまり，これ

らの17世帯は農地に比べ牛の頭数が多いので飼料

を自給できない。一方，水田耕作権は保有するが

役牛を所有しない世帯が16世帯あるが，うち 3世

帯は耕作放棄地再配分や購入によって， 11世帯は

生前相続や相続によって（注4），それぞれ耕作権を

取得しており， 2世帯は役牛を息子に譲ってしま

った老農民の世帯である。これら16世帯は， 11~＝

の水田があるが役牛が 1頭しかいない 1世帯とも

ども，役牛を賃借しなければならない。

以上述べたように，非農家で役牛を所有しない

61世帯は別として，第4表の点線の上側の17世帯

は飼料を自給することができず，波線より下側の

17世帯は牛を賃借しなければならない。両世帯群

とも自己の経営のなかで再生産ができないという

意味で「非自立的」である。一方，両線で固まれ

た41世帯の農家ば「自立的」であり，ダドーント

ウンに牛1対という関係をほぼ保っている。ここ

では牛の所有と水田面積は相互に規定し合ってい

る。役牛1対がダドーントウンを規定する要因と

42 

しては，第1に農地改革時に役牛1対に対してダ

ドーントゥンが配分されたこと，第2に役牛1対

で耕作できる最適面積がダドーントゥンであると

いう技術条件が考えられる。一方ダドーントゥン

が役牛所有頭数を規定する要因としては，供給で

きる飼料の量との関係が挙げられる。つまり，水

田を分割するということは，役牛の使用が非効率

的になり，かっ飼料を他人に依存しなければなら

ないことを意味する。

高収量品種（HYV）の導入はこのような相互規

定関係に変化を与える可能性があるが， Z村の場

合はそうではなかった。 1981/82年に HYVが導

入された後L 農作業過程における大きな変化と

言えば，化学肥料と密檎整条植が導入された程度

で，役牛の使役ノξターンは変化していない。ま

た，密植整条植によって藁の本数は増加したが，

HYVは短稗であるので藁の総量に大きな変化は

なく，飼料供給の面からも変化はなかった。すな

わち，水田の分割が敬遠される理由の一部は，役

牛 l対にダドーントゥンという水田耕作の再生産

構造が農地改革以来全く変化していないという技

術的停滞性にあるといえよう。

ここで，本節の主旨とは若干離れるが，第E節

の相続の問題との関連で，牛の価格について言及

しておこう。牛の価格は4歳のピルマ牛の去勢牛

で2500～3000tt，同年齢の牝牛が2500tr前後，水

牛は牡牝とも2000～2500ttである。よって役牛価

格は水田 6 ～ 7~二分に匹敵し， 2頭でダドーント

ゥンの水田面積の価格にほぼ等しくなる。水田を

相続しなかったキョウグイの一部は牛（必ずしも役

牛とは限らない〕を相続し，親やキョウダイからま耳

の供給を受けて牛を飼育し，当面は賃貸に出し

て，将来的には耕作権の取得に備える。すなわち，

農地は分割されなくても分割相続がなくなったわ
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（出所〉集者調査による。

（注〉 R=O. 760。ただし，左上隅の 67世帯を除いた
場合はR=0. 4870 

けではない。

以上，牛と水閃の関係について考察してきた

が，次に牛車と水間の関係について見てみよう。

なぜならば，牛車は牛と並ぶ最も箆要で，かつ高

価な操業資本財だからである（注5）。農村内での運

搬手段は，頭に載せる，清に担ぐ等の人力による

以外はすべて牛車に負っている。牛車を所有しな

い世帯は，農業投入財や農産物の運搬のために牛

車を賃貸するだけでなく，燃料用の薪を購入しな

ければならない。薪採取のための森林は村から牛

車で 1Hの距離にあり，牛車がなければ薪を運搬

できないからである。

第5表は，各世帯の水田耕作権保有面積と牛車

保有台数の関係を表わすクロス集計表である。役

牛の場合ほど顕著ではないが，ダドーントウンに

牛車1台というおおまかな傾向を見い出すことが

できる。すなわち，水田ダドーントウンに役牛 1

対と牛車l台が、 Z村の農業の資本構成の典型で

あり，水田耕作権の保有は，この条件に緩やかに

規定されているということができる。

Ci注1) ここで各世帯の役牛保有頭数を Y,, 水田

耕作権保有面積をLとして，仮にLを説明夜景， Yiを

ピノレマ式社会主義下の農地保有

目的変量（宍際は相Ti.に規定しあっているのだが）と

して，単回帰式を作ると，

Y1=0.168十O.181£ R'=O. 584 
(1. 341)(13. 723) 

ただし，サ γ プノレ数 136, かっこ内は S値で，

Lの係数は 1fl;下有意

となる。 Lに12,24, 36 Cダドー γ トゥンの中央値の

倍数〕を代入すると，予測値はそれぞれ2.3,4. 5, 

6. 7となり， ダドーントゥンには役牛 1対，ダト・一 γ

トゥ γの2倍の保有面積には役牛2対，ダドー γ トゥ

γの3倍には役牛3対がほぼ対応している。

（注2〕 ちなみに令世帯のすべての牛および水牛保

有頭数を Y2, 水田耕作権保有面積をLとして， 本館

（注 1）と同様の主旨で単回帰式を作ると，

Y,=0. 234+0. 410£ 
(0.827)(13.810) 

R'=O. 587 

ただし，サ γプル数 136, かっこ内はt値で，

Lの係数は 1ii:有意

とし、う結果が得られ，ダドー γ トゥ γ（10～14；；斗の面

積に対して，予測備は4.3～6.0頭ということになり，

突態とほぼ一致する

（注3〕 ただし，公道（睦畔は除く〉，飲料水池，三

日月湖などの周囲の草は自由に刈ってよい。また，先

述したように，カレγ人はユワミェーと呼ばれる総有

地を持ち，ヵ νγ人ならばそこでの草刈も自由である。

しかし，これらの採草地は草の需要者数に比べて極端

に少なし牛 l頭でさえ安定的には飼育できない。

（注4) これら11世帯の場合，水田は相続したが役

牛は彼らのキョウダイ（siblings）が相続したので役牛

は所有していなし、。

（注5) 牛車の価格は約3000t1で，水田や牛に匹敵

するほどの価値を持っている。

むすび

ネーウィンのビルマ式社会主義政権は，農地を

国家の支配下に置き，農民ひとりひとりには耕作

権のみを与え，その移転は国家が管理するものと

してきた。だが，厳しい条件下でも，さまざまな方

法によって国家の管理から離れた個人的な農地移

転が行なわれている。本稿では，下ピルマのー米作

43 
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村である Z村の事例を通して，農地移転に関する

制度と実態の希離を描写しつつ，一見無秩序に行

なわれているかに見える「不法な」耕作権移転に

一定の傾向を見いだし，それがどのような制度的

あるいは農法的要因に規定されているのかを探る

ことによって，下ビ、ルマ農村の土地制度の特徴を

把握しようと努めてきた。

国家の厳しい農地管理政策は，完全に農民を縛

っているわけではなく，部分的には村内のナーレ

ーフムによって脱法され，中央政府も供出の阻害

要因とならないかぎりある程度農民の裁量を認め

ている。特にZ村では子が親の耕作権を引き継ぐ

のはきわめて一般的である。しかし，法制と慣習

の対抗関係で見てみると，ビルマ仏教徒の伝統的

慣習であると言われている死後相続や分割相続

は，かなり国家制度によって変形させられてしま

ったと言える。死後相続が行なわれないのは，親

の死後耕作権が必ずしも子供にいくとは限らない

という，耕作権制度の特殊性によるものである。

その際，女子は耕作権の生前相続に与かることが

できず，これもまた慣習に反する。また，分割を

抑止する法制的要因としては，法律上の禁止だけ

でなく，分割すると供出後の剰余が少なくなって

しまい，小規模の耕地で生産性を上げても皆国家

に取られてしまうという供出制度の特徴を挙げる

ことができる。

しかし，数多くの「不法な」耕作権の移転にも

関わらず，今まで何人かの論者によって言われて

44 

きた， ピノレマ農業の一般的傾向であるとされる農

家 1世帯当りの耕作面積の減少傾向は， Z村では

見られない。その理由としては，政策的規制の他

に，農地改革以後，ネーウィン政権になって水

田の保有制度が変わっても， HYVが導入されて

も，ダドーントゥンの水田には 1対の役牛という

強い対応関係が基本的には変化しなかった，とい

う農民農業の特殊性が考えられる。水田を分割し

てしまうと自立的経営ができなくなるのである。

ネーウィン政権下で続けられてきた厳しい供出

制度は，農民の生産意欲を減殺し，農民のなかに

政権に対する強い反感を増殖させ， 1987年9月，

ついに政府はこれを廃棄せざるを得なくなった。

農民は，供出価格の数倍の値段で，農産物を自由

に市場に販売できることになったのである。農産

物価格の上昇に伴って，耕作権の価格（闇価格〕も

上がっている。農地は今も国家の管理下にある

が，その生産物の取引を自由化したことによって，

耕作権の移転ノfターンも変化する可能性がある。

また，生産物価格の変化によって，資本や労働力

の投入ノfターンが変化することも考えられる。「ダ

ド｝ントゥン」が存続するのか，消え去るのか，

今しばらく注視していく必要があろう。

（アジ7経済研究所地域研究部〕

〔付記〕本稿は1986年4月より88年4月までの問，

アジア経済研究所海外派遣員として，ピルマ（現ミャ

ンマー〉に滞在していたときに行なった調査研究の成

果の一部である。
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